


は じ め に

地方分権の進展や、急速な少子高齢化の進行、国・地方を通じた厳しい財政状

況など、市町村を取り巻く環境は大きく変化している中、住民の多様な行政需要

に的確に対応し、効率的な行財政運営を行うためには、行財政基盤を強化する

必要があり、市町村合併は、その有効な一つの手段であります。

平成11年７月に改正された「市町村の合併の特例に関する法律」の下で、全国

的に市町村合併が推進され、平成11年３月末の3,232市町村から、平成18年３

月末には1,821市町村になりました。

本県においても、県内各地で市町村合併に向けた熱心な取組みが行われた結果、

平成11年３月末には７９あった市町村が、平成18年３月末までに２３市町とな

り、全国的に見ても市町村合併が大きく進展した県の一つとなりました。

このような中、国においては、地方分権の一層の推進、より効果的で効率的な

行財政運営の実現等に対処していくため、平成17年４月に「市町村の合併の特例

等に関する法律」（以下「新合併特例法」という。）が新たに施行され、引き続き

自主的な市町村の合併を推進することとされました。

新合併特例法では、総務大臣が定めた「自主的な市町村の合併を推進するため

の基本的な指針」に基づき、都道府県は、「自主的な市町村合併の推進に関する

構想」を策定することとされているなど、以前にも増して市町村合併の推進に

重要な役割を果たすことを求められております。

本県におきましても、新合併特例法下においてもさらなる市町合併を推進する

こととして、平成18年７月に「長崎県市町合併推進審議会」を設置し、６回に

わたる慎重な審議を経て行われた同審議会の答申の内容を踏まえ、このたび

「長崎県市町合併推進構想」を策定しました。

今後、本構想に基づき、地域とそこに生活する住民の方々による将来を見据え

た検討が重ねられ、行財政基盤の強化された基礎的自治体が形成されることを

期待するとともに、県としても、合併に向けた取組みに積極的な役割を果たして

まいります。



目 次

第１ 旧合併特例法下における長崎県の市町村合併の状況 １

第２ 自主的な市町合併の推進に関する基本的な事項

１ 市町村の望ましい姿 ３

２ 自主的な市町合併の推進の必要性 ４

（１）国・地方における厳しい財政状況 ４

（２）人口減少・少子高齢化の進行 ５

（３）長崎県におけるさらなる市町合併推進の必要性 ６

３ 自主的な市町合併を推進するにあたっての県の役割 ８

第３ 県内市町の現況及び将来の見通し

１ 県内市町の人口の推移 ９

（１）人口の推移 ９

（２）県内市町の人口規模の状況 １１

２ 県内市町の少子高齢化の見通し １２

３ 県内市町の行財政状況と今後の見通し １４

（１）財政の状況 １４

（２）行政の状況 ２２

（３）生活圏域の状況 ２８

（４）県内市町の行財政の今後の見通し ３１



第４ 構想対象市町の組合わせ

１ 組合わせにあたっての基本的な考え方 ３２

２ 具体的な構想対象市町の組合わせ ３３

（１）具体的な構想対象市町の組合わせ ３３

（２）その他未合併市町 ３５

第５ 自主的な市町の合併を推進するための必要な措置

１ 市町合併の推進における県の支援の考え方 ３６

２ 具体的な支援体制 ３６

（１）合併推進のための支援体制 ３６

（２）広報・啓発・情報提供 ３６

（３）合併推進構想に基づく合併協議会設置勧告等 ３７

（４）合併後の新市町に対する支援 ３７

（注）本文中、

新合併特例法とは、「市町村の合併の特例等に関する法律」（平成16
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法律第６号）をいう。










































